
 
①「旧1ゾーン」＝「新1ゾーン」＋「2-3ゾーン」 
　「旧1ゾーン」の地区に対して、白糠町と釧路市（阿寒町の阿寒国立公園）の境で分割。 
 
②「旧2ゾーン」から、「2-2ゾーン」として鶴居村を分割。 
　ゾーンの境は、鶴居村の村境。 
 
③「2-1ゾーン」＝「旧2ゾーン」－「2-2ゾーン」＋「釧路町」 
　「旧2ゾーン」に釧路町全域を組み入れることで、「2-1ゾーン」とする。 
 
④「新4ゾーン」＝「旧4ゾーン」－「釧路町」 
　「新4ゾーン」と「2-1ゾーン」及び「2-2ゾーン」の境は、厚岸町の町境。
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